
北広島町ホームページ広告掲載取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、北広島町広告掲載要綱（以下「要綱」という。）に定めるもののほ

かインターネット上で北広島町が開設しているホームページ（以下「町ホームペー

ジ」という。）への広告の募集及び掲載について必要な事項を定める。 

（広告の規格等） 

第２条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。  

 (１) 大きさ 縦 60 ピクセル 横 148 ピクセル 

 (２) 形 式 GIF（アニメーション不可）、JPEG 

 (３) 容 量 ５キロバイト以下 

２ 広告の枠数及び広告枠の位置並びに掲載順は、次のとおりとする。 

 (１) 広告の枠数は、１５枠とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、枠数を変更

することができる。 

 (２) 広告の位置は、町ホームページのトップページとする。  

（広告の掲載期間） 

第３条 広告の掲載期間は、３か月以上を単位として掲載申込みのあった期間とする。

ただし、１２か月を超える期間又は年度を超える期間を指定することはできない。 

２ 広告の掲載開始日及び掲載終了日は町長が定めるものとし、原則として掲載開始

日を月の初日とし、月の初日が休日に重なるときはその翌日以降最初の平日として、

掲載終了日を翌月分の掲載開始日の前日とする。ただし、掲載の切り替えは、原則

として掲載開始日に行うものとする。 



（広告の掲載料）  

第４条 広告掲載料は、広告枠１枠当たり月額５，０００円とする。 

（広告の募集） 

第５条 広告の募集は、町ホームページや町の広報媒体を利用して行う。 

２ 広告枠を新たに設置した場合又は広告枠に空きが生じた場合は、随時、前項に規

定する方法により募集する。 

（広告の掲載申込み） 

第６条 広告の掲載を希望する者は、広告の掲載を開始しようとする月の前月の初日

までに、北広島町ホームページ広告掲載申込書（別紙様式）を町長に提出しなけれ

ばならない。  

２ 町長は、必要と認めるときは、前項の規定により申込みをした者（以下「申込者」と

いう。）に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 

（広告の掲載に係る優先順位） 

第７条 申込者数が広告枠の空き枠数を超える場合は、次に掲げる順位で掲載する

広告を決定する。 

 (１) 第１順位 町内に事業所を有するもの 

 (２) 第２順位 掲載希望月数の多いもの 

２ 前項の規定によっても掲載する広告を決定できないときは、抽選とする。 

（掲載する広告の決定） 

第８条 町長は、第６条の北広島町ホームページ広告掲載申込書を受理したときは、

要綱第９条に規定する北広島町広告審査会において掲載の可否を決定し、申込者



に通知するものとする。 

(広告掲載料の納付） 

第９条 前条の規定により広告の掲載を決定した旨の通知を受けた者（以下「広告主」

という。）は、町長が指定する期日までに申込掲載期間の広告掲載料を前納しなけ

ればならない。 

（広告の作成及び提出） 

第１０条 広告主は、広告原稿（画像データ）を自己の負担により作成し、町長が指定

する期日までに町長に提出しなければならない。 

（広告掲載の取消し等） 

第１１条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他

何らの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告を削

除し、若しくは広告の掲載を一時中止することができる。 

 (１) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。 

 (２) 指定された期日までに広告主が広告原稿（画像データ）を提出しなかったとき。 

 (３) その他町ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき。  

２ 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若

しくは掲載を一時中止した場合において、当該広告主が損害を受けることがあって

も、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は、返還し

ない。 

（広告内容等の変更） 

第１２条 広告主は、広告の内容又はリンク先を変更することができる。 



２ 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは、変

更しようとする月の前月の２０日までに、町長に対し、変更の申出を行い、その承認

を得るものとする。 

（広告掲載中止の申出等） 

第１３条 広告主は、町ホームページへの広告の掲載を中止する場合は、掲載を中止

しようとする日の前月の１０日までに、町長に対し、申出を行うものとする。 

２ 町長は、前項の規定による申出があった場合、掲載した広告を削除するものとす

る。 

３ 町長は、前項の規定による削除を行った場合であって、既納の広告掲載料から中

止した日の属する月までの掲載月数により再計算した広告掲載料を差し引いた残り

の金額を返還するものとする。 

４ 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。 

（広告主の責務） 

第１４条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その

他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は、広告の掲載に関し、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第

三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。 

３ 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び

負担においてこれを解決しなければならない。 

４ 広告主は、第８条の規定により決定を受けた町ホームページへの広告の掲載の権

利を、他に譲渡してはならない。 



（その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年２月１５日から施行する。 

   附 則 

この告示は、平成２０年３月１３日から施行する。 

   附 則 

この告示は、平成２０年５月１日から施行する。 



別紙様式(第 6条関係) 
北広島町ホームページ広告掲載申込書 

令和  年  月  日 

北広島町長 様 

北広島町ホームページへの広告掲載を、次のとおり申し込みます。 

申 

込 

者 

所 在 地 
〒   - 

 

ふりがな 

名 称 

 

 

ふりがな 

代表者職名・氏名 

 

㊞ 

担当者 

部署名  

ふりがな 

氏名 

 

 

連絡先 

TEL  

FAX  

E メール  

業 種  

ホームページ U R L  http:// 

企 

画 

内 

容 

等 

申込件名 北広島町ホームページ広告掲載 

申込内容 

掲載希望期間 
令和  年  月 ～ 令和  年  月 
※掲載期間は月単位とし、３ヶ月以上１２ヶ月までの期間で記
入すること。ただし、年度を超えての期間は希望できません。 

掲載希望枠数     枠 

広告主名  

業種・事業内容  

リンク先(URL) http:// 

広告の内容 

 

 

 

※広告（バナー画像）の内容案を記入（別紙可） 

その他  

条 件 

・各種法令及び北広島町の広告関連規定を遵守し、実施にあたっては北広島町長の

指示に従います。 

・北広島町税等の滞納はありません。 

・北広島町が町税納付状況調査を行うことに同意します。 

※納税証明（法人税（個人については所得税），消費税及び地方消費税（未納が無い旨の

証明）及び市町村税・写し可（直前１年のもの））を添付のこと。 

※会社案内パンフレット（事業内容，社歴等がわかるもの）を添付のこと。 

備 考  

 


